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－ 1－

議第 110 号

令和 7年度大分市一般会計補正予算（第 3号）

　令和 7年度大分市の一般会計の補正予算（第 3号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,570,000 千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 234,836,000 千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第 2条　繰越明許費の追加は、「第 2表繰越明許費補正」の「1追加」による。

2　繰越明許費の変更は、「第 2表繰越明許費補正」の「2変更」による。

　（債務負担行為の補正）

第 3条　債務負担行為の追加は、「第 3表債務負担行為補正」の「1追加」による。

　（地方債の補正）

第 4条　地方債の変更は、「第 4表地方債補正」の「1変更」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 2－ － 3－

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円） ２　歳　出 （単位：千円）



－ 4－ － 5－

第 ２ 表
１　追　加

繰越明許費補正
（単位：千円）（単位：千円）

農 林 水 産 業 費

土 木 費 道 路 橋 梁 費

小 学 校 費

農 業 費

教 育 費



－ 6－ － 7－

（単位：千円）２　変　更
第 ３ 表

１　追　加
 債務負担行為補正

（単位：千円）

土 木 費 道 路 橋 梁 費



－ 8－ － 9－

第 4 表
１　変　更

地方債補正
（単位：千円）（単位：千円）

 児童福祉事業

 清掃事業

限 度 額 限 度 額



－ 11 －

議第 111 号

令和 7年度大分市国民健康保険特別会計補正予算（第 2号）

　令和 7年度大分市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 2号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 338,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 48,429,000 千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 12 － － 13 －

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円） ２　歳　出 （単位：千円）



－ 15 －

議第 112 号

令和 7年度大分市財産区特別会計補正予算（第 1号）

　令和 7年度大分市の財産区特別会計の補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 16 － － 17 －

（単位：千円）

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円）２　歳　出



－ 19 －

議第 113 号

令和 7年度大分市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算（第 1号）

　令和 7年度大分市の公設地方卸売市場事業特別会計の補正予算（第 1号）は、次に定める

ところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 20 － － 21 －

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円）

議第 114 号

令和7年度大分市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第1号）

　令和 7年度大分市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の補正予算（第 1号）は、次

に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 22 － － 23 －

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円） ２　歳　出 （単位：千円）



－ 25 －

議第 115 号

令和 7年度大分市介護保険特別会計補正予算（第 1号）

　令和 7年度大分市の介護保険特別会計の補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 166,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 46,049,000 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 26 － － 27 －

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円） ２　歳　出 （単位：千円）



－ 29 －

議第 116 号

令和 7年度大分市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号）

　令和 7年度大分市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第 2号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 9,745,000 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也



－ 30 － － 31 －

第 1 表
１　歳　入

歳入歳出予算補正
（単位：千円） ２　歳　出 （単位：千円）



－ 33 －

議第 117 号

令和 7年度大分市水道事業会計補正予算（第 1号）

　（総　則）

第 1条　令和 7年度大分市水道事業会計の補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

　（収益的支出の補正）

第 2条　令和 7年度大分市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。

　（債務負担行為の補正）

第 3条　予算第 5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

　　　　（追加）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 4条　予算第 9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のと

おり補正する。

　　　（1）　職員給与費　　　　　　　1,496,083　千円

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也

科　　　　目 既決予定額 補正予定額 計
支　　　　出 千円 千円 千円

第 1款 事業費 　9,609,000 　114,000 9,723,000
第 1 項 営業費用 　9,035,174 　114,000 9,149,174

事 項 期 間 限 度 額
産業廃棄物及び事業系一般廃棄物
収集運搬等業務委託料 令和 7年度から令和 8年度まで 4,000

（単位：千円）

千円 千円 千円



－ 35 －

議第 118 号

令和 7年度大分市公共下水道事業会計補正予算（第 2号）

（総則）
第1条　令和7年度大分市公共下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）
第 2条　令和 7年度大分市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2条に定め
た業務の予定量を次のとおり補正する。
　　　（4）建設改良費の内訳
　　　　　　（ニ）　単独処理場建設費　　　　　952,563　千円

（資本的支出の補正）
第 3 条　予算第 4 条本文括弧書中を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
4,054,000 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 604,604 千円、過年
度分損益勘定留保資金 1,681,262 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,768,134 千円で補て
んするものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（債務負担行為の補正）
第 4条　予算第 5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。
　　　　（追加）

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）
第 5条　予算第 9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のと
おり補正する。
　　　（1）　職員給与費　　　　　　　786,166　千円

令和7年11月28日提出
大分市長　足立　信也

科　　　　目 既決予定額 補正予定額 計
支　　　　出 千円 千円 千円

第 1款 資本的支出 16,275,000 13,000 16,288,000
第 1 項 建設改良費 10,827,252 13,000 10,840,252

事 項 期 間 限 度 額
引取団地汚水処理施設汚泥運搬業務委託料 令和 7年度から令和 8年度まで 40,000

津留雨水幹線管渠改築事業 令和 7年度から令和 8年度まで 300,000

（単位：千円）

千円 千円 千円


